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令和３年川西町議会第３回臨時会会議録 (開 会) 

 招集年月日 令和３年１１月２５日 

 

 招集の場所 川西町役場議場 

 

 開   会  令和３年９月９日 午前１０時００分 宣告 
 

 出 席 議 員 

１番  阪本   学   ２番  弓仲  利博   ３番  福山  臣尾  

４番  堀    格   ５番  松村  定則   ６番  安井  知子  

７番  福西  広理   ８番  伊藤  彰夫   ９番  石田  三郎  

10番  寺澤  秀和               12番  芝   和也  

 

 欠 席 議 員   11番  中嶋  正澄  
 

 

 

地方自治法第121 

条の規定により 

説明のため出席 

した者の職氏名 

 町長 小澤 晃広       副町長 森田 政美 

 教育長 橋本 宗和      総務特別参事 江畑 幸男 

 理事 奥  隆至       理事 吉岡 秀樹 

 理事 山口 尚亮       総務課長 石田 知孝 

 総合政策課長 喜多  勲        税務・債権管理課長 西川 直明 

 住民保険課長 大西 成弘      健康福祉課長 中森 委香 

 長寿介護課長 栗林 美子      事業課結崎駅周辺整備事業室長 松下 正嗣 

 デジタル推進室長 梅津 光章 

 

   会計管理者 岡田 充浩 
 

    
 

 

本会議に職務の 

ため出席した者 

の職氏名 

 議会事務局長 中川 辰也 

 モニター係 西村 俊哉 

 

 
本日の会議に 

付した事件 
別紙議事日程と同じ 

 

 
会議録署名 

議員の氏名 

議長は会議録署名議員に次の２人を指名した 
 

 １２番 芝  和也  議員 １番 阪本  学  議員 
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川西町議会第３回臨時会（議事日程）  

 

令和 3年 11月 25日（木）午前 11時 30分  開会  

  議案番号  件            名  

      

第 1   会議録署名議員の指名  

      

第 2   会期の決定  

      

第 3   諸報告  

  報告第 11号  専決処分の報告について  

      

      

第 4 議案第 51号  財産の取得について  
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（午前１１時３０分   開会）  

議   長（堀   格）   皆さん、おはようございます。  

これより令和３年川西町議会第３回臨時会を開会いたします。  

なお、本臨時会におきましても、新型コロナウイルス感染予防対策のた

め、出席者全員にマスクの着用を求めますので、御了承ください。  

会議に先立ち 、１１ 番  中嶋正澄議員 よ り欠席届が提 出され ております。  

ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しております。よって議会

は成立いたしましたので、これより会議を開きます。  

町長より臨時会招集についての挨拶を受けることにいたします。  

町長。  

町   長（小澤晃広）   議員の皆様、おはようございます。臨時会開会に当た

りまして、一言御挨拶申し上げます。  

本日ここに、令和３年川西町議会第３回臨時会を開催いたしましたとこ

ろ、皆様には、何かと御多用の中、御出席を賜りまして、誠にありがとう

ございます。  

また、平素より川西町政に関しまして格別の御理解、御協力を賜り、本当にあ

りがとうございます。 

さて、本臨時会に提案し、御審議をお願いいたしますのは、専決処分に関する

報告が１件、財産取得に関する議案が１件の計２件でございます。 

何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

議   長（堀   格）   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、会議規則第 １２７条の規定により、１２番  芝 和也

議員、１番  阪本  学議員を指名いたします。  

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（堀   格）   異議なしと認め、本臨時会の会期は、本日１日間と決

定いたしました。  

日程第第３、諸報告に入ります。  

報告第１１号、専決処分の報告については、お手元に配付いたしており

ますので、御清覧おきお願い申し上げます。  

議   長（堀   格）   以上で諸報告が終わりました。  

これより議事に入ります。  

日程第４、議案第５１号、財産の取得についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

議案の朗読につきましては、既に招集通知とともに配付しております関
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係上、各位におかれましては熟読願っておりますので、この際、議案の朗

読を省略したいと思います。御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（堀   格）   異議なしと認めます。よって、議案の朗読は省略する

ことに決定いたしました。  

本案について、提案理由の説明を求めます。  

町長。  

町   長（小澤晃広）   議案第５１号、財産の取得について御説明いたします。  

これは、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決

を求めるもので、議会の音響等設備等の更新に あたり、議場及び委員会室

音響等設備一式の調達のため、指名競争入札を行った結果、金額３ ,９０２

万８ ,０００円で、奈良文庫電気設備株式会社  代表取締役  吉田二朗が落

札したことから、同者と契約を締結し、財産取得しようとするものであり

ます。  

なお、設備一式の納期限は令和４年２月２８日、操作説明等を含めた契

約履行期限は同年３月１８日となっております。  

以上が、議案第５１号の提案理由であります。何とぞよろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。  

議   長（堀   格）   提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。  

質疑ございませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（堀   格）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討

論に入ります。  

討論  ございませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（堀   格）   討論がないようですので、討論を終わり、これより採

決に入ります。  

議案第５１号、財産の取得についてを採決します。  

この採決は、挙手により行います。  

お諮りいたします。  

議案第５１号は、原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願い

ます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（堀   格）   賛成全員です。よって、議案第５１号は、原案のとお

り可決いたしました。  

以上をもちまして、本臨時会の日程は全て終了いたしました。  

閉会に当たり、町長より挨拶を受けることにいたします。  
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町長。  

町   長（小澤晃広）   本臨時会におきまして御審議を賜り、誠にありがとう

ございました。  

来月は１２月議会もございます。引き続き慎重な御審議のほど、よろし

くお願いを申し上げます。  

本日は、誠にありがとうございました。  

議   長（堀   格）   これをもちまして、令和３年川西町議会第３回臨時会

を閉会いたします。  

皆さん、慎重な審議、ありがとうございました。  

（午前１１時３７分  閉会）  
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   地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。  

 

                   令和３年１１月２５日  

 

                     川西町議会  

                      議  長  

 

                      署名議員  

 

                      署名議員  
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(議決の結果 ) 
  

議案番号  件         名  議決月日  審議結果  

議案第 51号  財産の取得について  11月 25日  原案可決  

  
  

 

 


